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平成28年４月１日 
厚生労働省 



Ⅰ 基本的考え方 

Ⅱ 憲法の規定 

第27条第1項  勤労権の保障  第27条第2項  勤労条件の基準の法定  

第28条      団結権・団体交渉権・団体行動権（労働基本権） 

Ⅲ 労働関係法令の体系 

労働条件 

 

 
・最低労働条件の確保 
・労働条件の改善 
・仕事と生活の調和 
 

・労働基本権の保障 
・集団的労使関係の安定 

・労働組合法             ・労働関係調整法 

 

・労災保険法 

・男女雇用機会均等法 

・育児・介護休業法 

・パートタイム労働法 

労使関係 

労働市場 

（政策の柱） （政策の基本的方向） （関係法律） 

 

 

・契約の自由  
などの「市民法の基本原理」の修正 

労使間の交渉力の不均衡 

・雇用安定 
・再就職促進 
・職業能力開発 

・過失責任主義 

・労働者派遣法 

・雇用対策法 
・職業安定法 

・高年齢者雇用安定法 
・障害者雇用促進法 

・職業能力開発促進法 
・雇用保険法 

・労働基準法 

・最低賃金法 

・労働安全衛生法 

・労働契約法 

背景・趣旨 

使用従属関係にある労働者 

第22条第１項   職業選択の自由 第14条第1項  法の下の平等  
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労働関係法令の体系 

・女性活躍推進法 
・若者雇用促進法 

・求職者支援法 



時期 制度・改正の内容 制定・改正の背景 

1945（昭和20）年 労働組合法（旧法）制定 労働三権（団結権、団体交渉権、争議権）を保障 GHQによる戦後日本の民主化の要請 

1946（昭和21）年 労働関係調整法制定 
労働争議の調整手続き、労働委員会による労使 
紛争解決手続等 

戦前の労働争議調停法の発展的廃止及び労働
争議の予防・解決のための新法制定の要請 

労働基準法、 
労災保険法制定 

労働条件の最低基準の設定、労災保険制度の創
設 

労働基準法は、日本国憲法第27条第２項「賃金、
就業時間、休息その他の勤労条件に関する基
準は、法律でこれを定める」に基づいて制定され
た包括的な労働者保護法、同法第８章に規定さ
れた事業主の災害補償責任を担保するための
保険制度を創設 

1947（昭和22）年 職業安定法制定 
公共職業安定所による職業指導・職業紹介等 
職業安定機関以外の者の行う職業紹介等 

憲法における職業選択の自由、職業の安定等 

失業保険法制定 失業保険制度の創設 膨大な失業者への生活保護を確保 

1949（昭和24）年 労働組合法（現行法）制定 
労働組合の自由設立（届出制の廃止）、組合の民
主制・責任制の確保、正当な組合活動の保護 

官公職員の労働基本権の制限、労働組合急増
に伴うルール整備の要請等 

1958（昭和33）年 職業訓練法制定 技能検定の創設等職業訓練の枠組みを設定 
高度成長を迎える中で、労働者に対する職業訓
練に関する制度を整備 

1959（昭和34）年 最低賃金法制定 最低賃金制度の創設 
低賃金労働者の労働条件の改善、公正な競争
の確保等 

1960（昭和35）年 身体障害者雇用促進法制定 身体障害者の雇用の促進 従前行ってきた対策の抜本的拡充 

1966（昭和41）年 雇用対策法制定 
雇用政策を国政全般の中に位置づけ、政府全体
が雇用政策を重視し、一体となってこれを推進す
る態勢を確立 

失業率が１％以下、他方で低所得のため転職を
希望する不完全就業者が存在する中で、より積
極的に完全雇用の実現を推進 

1972（昭和47）年 労働安全衛生法制定 
労働災害の防止のための危害防止基準の確立、 
責任体制の明確化等 

機械設備の大型化、建設工事の大規模化等に
伴う重大災害の増加、新原材料・新生産方式等

による職業病の急増等 

1974（昭和49）年 雇用保険法制定 
雇用保険制度の創設（失業給付を中心とする失
業保険制度を転換し、雇用対策に関する諸事業

を実施） 

オイルショックによる雇用不安、高年齢者の再
就職問題等 

これまでの労働政策の主な動き①（主要な制度改正とその背景） 
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時期 制度・改正の内容 制定・改正の背景 

1985（昭和60）年 労働者派遣法制定 
適用対象業務を限定した上で労働者派遣事業を
制度化 

専門的な業務分野の増加、専門性を生かして希望
する日時等に就業することを希望する労働者層の
増加等に伴う派遣的形態の事業の増加 

男女雇用機会均等法制定 雇用における性別を理由とする差別の禁止 
女子労働者の増加、男女の雇用機会均等の国際
的潮流（女子差別撤廃条約） 

職業能力開発促進法制定 
職業訓練及び職業能力検定の内容の充実等 
（職業訓練法の改正） 

技術革新の進展、高齢化社会の到来等に伴う職
業生活を取り巻く環境の変化に対応し、職業生涯
の全期間において職業能力の開発・向上を促進 

1986（昭和61）年 高年齢者雇用安定法制定 定年の法定化（60歳努力義務化）等 
労働力人口の高齢化の進展等に伴う高年齢者を 
めぐる労働市場の深刻化 

1987（昭和62）年 労働基準法改正 
法定労働時間の目標を週40時間に設定（段階的
に短縮） 

労働時間短縮、第三次産業の占める比重の増大
に対応した弾力的労働時間制度 

障害者雇用促進法制定 
ノーマライゼーションの理念の明確化、精神薄弱
者等すべての障害者を政策対象（身体障害者雇
用促進法を改称） 

障害者全般に対する施策へと転換 

1991（平成３）年 育児休業法制定 
育児休業、子の看護休暇に関する制度の創設、
子の養育のため事業主が講ずべき措置の制定
等 

育児休業制度を導入する企業の増加、同制度へ
の社会的関心の急速な高まり、その法制化への機
運の上昇 

1993（平成５）年 労働基準法改正 
週40時間の法定労働時間の実施、割増賃金率
の引上げ等 

労働時間短縮の機運の高まり（「生活大国」） 

パートタイム労働法制定 
短時間労働者の雇用管理の改善、通常の労働
者への転換の推進、職業能力の開発及び向上
等に関する措置等 

短時間労働者の急増、労働力人口減少に伴う、 
女性や高齢者が働きやすい短時間労働の重要性
の高まり 

1995（平成７）年 育児・介護休業法制定 
介護休業、介護休暇に関する制度の創設、家族
の介護のため事業主が講ずべき措置の制定等 
（育児休業法の改正） 

少子・高齢化の急速な進展、核家族化等に伴う 
介護の問題の顕在化 

1996（平成８）年 労働者派遣法改正 
派遣契約の解除、苦情処理に係る措置の充実、
無許可事業主からの派遣受入等に対する派遣

先への勧告・公表の制度化 

経済社会情勢の変化等に伴う、労働者派遣事業
に対する新たなニーズの発生、長期不況に伴い労

働者の保護等の観点から種々の問題点が顕在化 

これまでの労働政策の主な動き➁（主要な制度改正とその背景） 
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時期 制度・改正の内容 改正の背景 

1997（平成9）年         
男女雇用機会均等法 

改正 

男女均等取扱いにかかる努力義務措置の
義務化や事業主に対するセクハラ防止措置
の義務付け等 

雇用情勢の変化に鑑み、雇用の分野における男女の
均等な取扱いを一層促進するため、募集、採用等にお
ける女性労働者に対する差別の禁止が必要 

1998（平成10）年 労働基準法改正 
企画業務型裁量労働制の新設、時間外限度
基準に基づく助言指導等 

家庭生活との調和を考慮し、職場における労働条件や
環境整備を推進 

1999（平成11）年 労働者派遣法改正 
適用対象業務を原則的に自由化（ネガティブ
リスト化）、２６業務以外の業務に派遣受入
期間制限等 

労働者の就業形態や就業意識の多様化、ILO181号条
約の批准 

職業安定法改正 
有料職業紹介事業の取扱職業の範囲を原
則自由化（ネガティブリスト化） 

急速な産業構造の変化や国際化等に伴う、労働力需
給に係るニーズの変化、失業率の増加、ILO181号条約
の批准 

2003（平成15）年 労働者派遣法改正 
物の製造業務への労働者派遣の解禁、派遣
受入期間の延長等 

厳しい雇用失業情勢や働き方の多様化等 

職業安定法改正 
地方公共団体等が行う無料職業紹介につい
て届出制の創設等 

厳しい雇用失業情勢や働き方の多様化等 

労働基準法改正 
有期労働契約の上限延長、解雇権濫用法理
の法定等 

経済社会を取り巻く状況が大きく変化をし、産業・雇用
構造の変化が進んでいる中、労働契約や労働時間な
ど働き方に係るルールを整備する重要性の高まり 

2004（平成16年） 労働組合法改正 
労働委員会の不当労働行為に係る審査体
制・手続の整備 

不当労働行為審査迅速化等の要請 

2006（平成18）年 
男女雇用機会均等法 
改正 

男女双方に対する差別の禁止や妊娠・出産
等を理由とする不利益取扱いの禁止等     

人口減少局面において、労働者が性別により差別され
ることなく能力を発揮することができる雇用環境の整備
が必要 

2007（平成19）年 労働契約法制定 
労働契約と就業規則の役割の明確化、就業

規則の変更の際のルールの制定等 

就業形態や就業意識の多様化等が進展し、個別労働
関係紛争が増加しているという状況のもと、体系的で
わかりやすいルールが必要 

2008（平成20）年 労働基準法改正 時間外労働の割増賃金率の引上げ等 
少子高齢化の進行に伴い労働力人口が減少する中、
長時間労働を抑制し、仕事と生活の調和を実現 

これまでの労働政策の主な動き③（主要な制度改正とその背景） 
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時期 制度・改正の内容 制定・改正の背景 

2011（平成23）年 求職者支援法制定 
雇用保険を受給できない求職者に対し、職
業訓練、給付金の支給及び就職支援を実施
する制度の創設 

非正規労働者や長期失業者が増加する中、求職者に
対する新たなセーフティネットを整備する必要の高まり 

2012（平成24）年 労働者派遣法改正 
日雇派遣の原則禁止、労働契約申込みみ
なし規定の創設等 

日雇派遣など、社会的に問題のある就業形態の発生、
雇用情勢の急激な悪化に伴う派遣切りの社会問題化 

2012（平成24）年 労働契約法改正 
通算５年を超える有期契約の無期転換、雇

止め法理の明文化等 
有期契約労働者の雇止めへの不安解消、期間の定め

のあることによる不合理な労働条件の設定の禁止 

2014（平成26）年 パートタイム労働法改正 
正社員と差別的取扱いが禁止されるパート

タイム労働者の対象範囲の拡大等 

パートタイム労働者の役割の重要性が増大する一方、

待遇改善が必要 

労働安全衛生法改正 
化学物質のリスクアセスメントの義務化やス

トレスチェック制度の創設等 

胆管がん事案の発生や、精神障害労災認定件数の増

加などの労働災害の動向等への対応として、労働災

害を未然防止するための仕組みを充実 

2015（平成27）年 女性活躍推進法制定 
女性の活躍に関する行動計画策定の義務

づけ等 

急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化等に

対応していくため、女性の職業生活における活躍を推

進 

労働者派遣法改正 
派遣期間規制の見直し、キャリアアップ措
置・雇用安定措置等 

平成24年改正時の附帯決議等を踏まえ、派遣労働者
の一層の雇用の安定、保護等が必要 

若者雇用促進法制定 

職場情報の提供等適切な職業選択の支援

に関する措置、職業能力の開発・向上に関

する措置等 

労働力人口が減少する中、我が国の将来を担う若者

が、その能力を最大限発揮できる環境を整備すること

が必要 

これまでの労働政策の主な動き④（主要な制度改正とその背景） 
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